
第 94号議案

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴 う関係条例の

整備に関する条例の制定について

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴 う関係条例の整備に関する条例

を別紙のとお り制定するものとする。

令和 4年 12月 5日 提 出

長岡京市長  中小路 健 吾

(提案理由)

個人情報の保護に関する法律 (平成 15年法律第 57号 )の一部改正に伴

い、関係条例の規定の整備を行 うため、条例を制定する必要があるので提案

する。



個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴 う関係条例の整備に関する条例

(長岡京市情報公開条例の一部改正 )

第 1条 長岡京市情報公開条例 (平成 11年長岡京市条例第 17号)の一部を次のように

改正する。

改正後 改正前

日次

第 1章～第 3章  【略】

第4章 雑則 (第 13条一第 17条 )

附則

(審査会への諮問)

第 12条 実施機関は、公開決定等又は公

開請求に係る不作為について審査請求が

あったときは、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、遅滞なく、量岡京市

1董」と2臣二L」匿L´ 痘ゝ」聾堕ヒ謹墨埜if£≧Lこ園二主lZi

金塑量王重■_1_生退週壁萱壁麹図1第二」⊇三
=と第 壁社1二塁主主登長岡京市情報公開・個

人情報保護審査会に諮問しなければなら

ない。

(1)。 (2)【 略】

2 【略】

(諮問をした旨の通知)

第 12条の2 前条第 1項の規定により諮

問をした実施機関は、次に掲げる者に対

し、当該諮問をした旨を通知しなければ

ならない。

(1)審査請求人及び参加人 ⊆二重不服塞

査塗笙 1旦 |ヨI三笙 4頭笙坦』主1立 てD墾塑口△

こ の 及 び 次 条第 2号に

おい【同じ二)

(2)0(3)  【略】

第15条  【略】

(審議会への諮問)

菫■■盆 塞堕墨型整LШ艶里∠型五世重」の運

用上翌塾L登重里:豊型國二2墜て、長岡京市

億壺ヒ翌■二旦△韮型旦二壁董運営審議会に

関する条例 (平成 11年長岡京市条例第

をい う^以下

目次

第 1章～第 3章  【略】

第 4章 雑則 (第 13条一第 16条 )

附則

(審査会への諮問)

第 12条 実施機関は、公開決定等又は公

開請求に係る不作為について審査請求が

あつたときは、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、遅滞なく、長岡京市

情報公開・個人情報保護審査会に当:乏宣

査董」!茎奎I立:主登_塾整:土:=:塾生:二諮問しなけ

ればならない。

(1)0(2)I略 】

2  【田各】

(諮問をした旨の通知)

第 12条の2 前条第 1項の規定により諮

問をした実施機関は、次に掲げる者に対

し、当該諮問をした旨を通知しなければ

ならない。

(1)審査請求人及び参加人

(2)。 (3)【略

第15条  【略

Π

】

【加える】



改正後 改正前

21≧:塾 」̈:1■盗:二埋」主主

`禦

:劃:笠i亜:上里

`笙

[L」」:型 韮ゝ望堡謹」重堂::菫:墜:当:』:歴]立 :

ることができる。

笙上ヱ盆  【略 条の繰下げ】 第■■△ 【略】

(長 岡京市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例の一部改正 )

第 2条 長岡京市情報公開 。個人情報保護審査会に関する条例 (平成 11年長岡京市条例

第 19号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(目 的及び設置 )

第 1条 長岡京市情報公開条例 (平成 11
年長岡京市条例第 17号)第 12条第 1

項及び但
“
△上 壺塁12塁三菫二≦L臣立三至止 生 」∈王

成 15年 法律 第 5 7号)第 105条 第 3

項 の規 定 にお い て 用する同条第 1項の

規定による諮問に応 じて審査するため、

長岡京市情報公開・個人情報保護審査会

(以下 「審査会」とい う。)を置く。

(資料の提出)

第 5条  審査会は、審査を行 うために必要

があると認めるときは、実施機関 (長 岡

京市情報公開条例第 2条第 1号に規定す

る機関又は長岡京立但△情報の保護に重

主登塗隻:艶1:奎|ヨ1垂L“|ヨ:堕1型1登1塾i■i壼:立盆

塑笙_量L笙2全菫2三に規定する機関

をいう。)£あ2ェ豊査全|二 諮固をし上

もの (以下「諮問実施機関」という。)

に並 し、当該諮問実施墨関が非公開又は

不開示と決定した情報の提出を求めるこ

とができる。

【削る】

2錘 .L菫 .2.二.生_鯉 _襲 _と

饉 上さL鐵 量 珍 止 重

幽 � 墾 墾 霊 塵 狙 畳 盤 塾 聾 旦
第 13条 第 4項 に 定 す る参加 人 をい

_22」_E:笠 ]鰹:壼]菫地」陛ittl整き週=生_壼塁豊

(目 的及び設置 )

第 1条 長岡京市情報公開条例 (平成 11
年長岡京市条例第 17号)第 12条第 1

項及び量旦菫i菫:量1回人情串図1■:菫盗:立!L(工臼:茎

上 壁 亜 型 1_m軽艶 蛙 L旦量2二笙 2回LttL

第 1項の規定による諮問に応 じて審査す

るため、長岡京市情報公開 。個人情報保

護審査会 (以 下 「審査会」 とい う。)を
置く。

(資料の提出)

第 5条 審査会は、審査を行 うために必要

があると認めるときは、実施機関 (長 岡

京市情報公開条例第 2条第 1号に規定す

る機関又は長岡京市個人情担堡護条例笙

2条第 4号に規定する機関をい う。)が
非公開又は不開示 と決定 した情報の提出

を求めることができる。

2並 .題_2.i立_に上ユ.塁出_査」墨上:直:担_生金

議ェ豊査するとき生、当該会議は非公開|

と立登L
【加える】



改正後 改正前

又は資料 の掃 出 を求 : めることができる^

第6条  【略】

(審査会等の左公開)

笙■.菫壺22量饗当主のr塞型墜三公開しなL
とだ上二墜整並塾L三墾2塗!菫量生墜上認
めるル去は、 この限 りでない^

第6条  【略】

【加える】

(長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会に関する条例の一部改正 )

第 3条 長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会に関する条例 (平成 11年長岡京市

条例第 20号)の一部を次のように改正する。

(長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第 4条 長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 (平成 16年長岡京

市条例第 21号 )の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(個人情報の保護 ) (個人情報の保護 )

改正後 改正前

(所掌事務)

第2条 審議会2亘些姜髪聾墨型整2≧担上

_と _:」 :lttL_

囃 里公旦旦豊2亘星二重立登襲 |
項に関係する機関に対し工_童見を述べ

全二とは

② 但人生里堡董畦 重星L瞳 重
要事項に関堡する機関に対して意見を

述べること。

皿 量皿董 1豊盤壁 l」ユL皿 _聾
則 堕 幽 笙ユ‐ 2五 墨 盗 盛

定による諮間に応じ答申すること。

141:量旦菫立Ш 」宣」狙=⊆≧雌 L二」菌1」二∠止

律施行条Щ 令和 4年長岡京市条例

笙量2菫旦墾凶壁上上_壺型ヒ△
じ答虫立ること二

(所掌事務)

第 2条 審議会 1主二憤墨公開制度及釜但人

痘望堡謹制菫2運星 |二_盟立二重塑整 ]旦L
該事項 に関係 す る 関の諮 問

ノ
1)し

に応旦【笙史堕 又」ま当該皇二L園墾立
る機 関 に対 lン て音 見を述べ ることがで き

ゑ。

【加える】

【加える】

【加える】

【加える】

‐ヽ
で、



改正後 改正前

第 12条 指定管理者は、個人情報の保護

」[::塁:塑|ヱ|コ1盤1菫_Clコ 1茎上二重:整!墜:超1豊ユヱ』1主

に基づき、公の施設の管理を通 じて取得

した個人情報を保護するために必要な措

置を講 じなければならない。

第 12条 指定管理者は、長岡京市個人情

墾逝週髪ヨユ_止二成二」三日肇皿盛量翌日■菫

1_8号!Lに基づき、公の施設の管理を通

じて取得した個人情報を保護するために

必要な措置を講じなければならない。

(誰 もが共に自分 らしく暮 らす長岡京市障がい者基本条例の一部改正 )

第 5条  誰もが共に自分らしく暮らす長岡京市障がい者基本条例 (平成 29年長岡京市条

例第 27号)の一部を次のように改正する。

附 則

この条例は、令和 5年 4月 1日 か ら施行する。

改正後 改正前

(相談等)

第 18条  【略】

2 【略】

3 第 1項の相談を受けた市又は障がい者

相談員は、京都府障害のある人もない人

も共に安心 していきいきと暮 らしやすい

社会づくり条例 (平成 26年京都府条例

第 20号。以下「京都府条例」とい う。)

第 9条 に規定する特定相談 (次項におい

て 「特定相談」 とい う。)に該当し、か

つ、相談の関係者が市外に存在する等の

事情により、自ら解決することが困難 と

認められる場合.は 、京都府条例第 11条
に規定する広域専門相談員に必要な情報

提供を行 うものとする。

4 【略】

(相談等 )

第 18条  【略】

2 【略】

3 第 1項の相談を受けた市又は障がい者

相談員は、京都府障害のある人もない人

も共に安心 していきいきと暮 らしやすい

社会づくり条例 (平成 26年京都府条例

第 20号。以下「京都府条例」という。)

第 9条 に規定する特定相談 (次項におい

て 「特定相談」とい う。)に該当し、か

つ、相談の関係者が市外に存在する等の

事情により、自ら解決することが困難 と

認められる場合で、長岡京市個人情報保

護 条 例 (平成 1 岡京市条例第 181

号 )第 9条第 1項各 号のいずれ かに該 当

するときは、京都府条例第 11条に規定

する広域専門相談員に必要な情報提供を

行うものとする。

4 【略】


